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新
た
な
ス
テ
ー
ジ
へ
。

03

高齢者福祉
○年齢別お役立ち情報
○高齢者が利用できる福祉サービスには
　どんなものがありますか
○補聴器を購入しますが、助成はありますか
○福岡市内の賃貸住宅を探しているのですが
○日常生活やもしもの時の不安があるのですが
○親が認知症で、行方不明になる恐れがあり
　心配ですが
○一人暮らし高齢者のお宅の様子が最近心配ですが
○突然自宅に来た業者から商品等を買わされたのですが も

し
も
の
時
の
事
も

考
え
て
お
き
た
い

04

はじめに
豊かで楽しく自由な新たなステージへ

3-4 税金のはなし❷
○年金生活を始めた場合、税金はどうなるのですか
○市県民税の年金からの差し引き制度について
　教えてください
○収入は公的年金だけですが、
　市県民税の申告は必要ですか
○生命保険などの個人年金にも、税金はかかりますか
○年の中途で死亡した方の個人市県民税は
　どうなりますか

再就職について
○再就職したいのですが、
　相談窓口や就職情報はありますか
○雇用保険の手続きをしたいのですが
○基本手当の申請はいつまでに行えばいいですか
　退職後、少しのんびりしたいのですが
○再就職したけれど、賃金が定年前より大幅に
　下がってしまったのですが
○独立、起業したいのですが、相談窓口などは
　ありますか
○起業するための、資金の融資を
　受けたいのですが

高齢者福祉
○年齢別お役立ち情報
○高齢者が利用できる福祉サービスには
　どんなものがありますか
○補聴器を購入しますが、助成はありますか
○福岡市内の賃貸住宅を探しているのですが
○日常生活やもしもの時の不安があるのですが
○親が認知症で、行方不明になる恐れがあり
　心配ですが
○一人暮らし高齢者のお宅の様子が最近心配ですが
○突然自宅に来た業者から商品等を買わされたのですが

介護保険
○介護保険のしくみは、どうなっているのですか
○介護保険料の支払いは、どうするのですか
○介護サービスは、どうすれば利用できますか
○どんな介護サービスがありますか
○高齢者のための福祉や、介護に関する相談は

19-20

21-22

23-24

25-26

もしもの時の備えについて
○家族が亡くなりました。死亡届の他に区役所での
　手続きはどんなものがありますか
○今のお墓から遺骨を移したいのですが、
　どのような手続きが必要でしょうか
○相続や遺言について相談窓口はありますか
○エンディングノートという言葉を聞きますが、
　どんなものでしょうか

27-28

問い合わせ先一覧31-32

29-30 特集「認知症フレンドリーシティ・プロジェクト」
　　「いつまでも自分らしい生活を送るために」

生きがいづくり
○公民館へ行ってみよう
○地域デビューしよう
○ボランティアしてみよう
○老人クラブで仲間づくり
○余暇を利用して仕事をしたい
○まだまだ働きたい
○R60倶楽部

いきいきインタビュー

健康づくり
○どうして健診（検診）を受けないといけないのですか
○特定健診とは何ですか
○インフルエンザの予防接種は受けられますか
○肺炎予防のワクチンとは何ですか
○介護予防の運動がしたいのですが

健康保険について
○会社を退職後の健康保険はどうなるのですか
○国民健康保険料はどのようにして
　支払うのですか
○医療費が高額になった場合、
　払い戻しはありませんか

年金のはなし❶
○年金のしくみを教えてください
○年金はいつからもらえるのですか
○年金はどうやったら受け取ることができますか
○年金がいくらもらえるか、
　どこに聞いたらわかりますか

年金のはなし❷
○国民年金の老齢基礎年金は誰でも
　もらえるのですか
○年金の受給資格がない場合はどうしたら
　よいのですか
○仕事をすると年金を減額されるというのは、
　本当ですか
○年金を繰り上げて受け取ることができますか
○60歳未満で退職した場合はどうなるのですか
○退職後、配偶者の年金の手続きは

定年退職を迎える準備
○定年退職前後にやるべきこと早見表

5-6

7-8

9-10

11

12

13-14

15-16

税金のはなし❶
○勤務先を令和４年12月に退職後、6月に市県
　民税の納税通知書が2通も届いたのですが
○退職金にも税金はかかりますか

17-18

特集「老人クラブを紹介します！」



0506



老
人
ク
ラ
ブ
で
仲
間
づ
く
り

地
域
の
老
人
ク
ラ
ブ
は
、グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
、ソ
フ
ト
ダ
ー
ツ
な
ど
の
大
会

や
、ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
を
訪

問
す
る「
友
愛
訪
問
」を
行
っ
て
い
ま

す
。あ
な
た
も
参
加
し
て
仲
間
を
つ
く

り
ま
せ
ん
か
。❽

地
域
の
人
た
ち
が「
集
ま
っ
て
」「
学
ん

で
」、そ
し
て
み
ん
な
を「
つ
な
ぐ
」、そ

れ
が
公
民
館
で
す
。公
民
館
で
は
、世

代
を
超
え
た
人
た
ち
が
、い
ろ
ん
な

サ
ー
ク
ル
で
楽
し
ん
で
い
ま
す
。趣
味

を
満
喫
し
た
い
あ
な
た
、人
と
の
ふ
れ

あ
い
の
時
間
が
ほ
し
い
あ
な
た
、公
民

館
で
自
分
を
磨
い
て
み
て
は
い
か
が
？

会
社
の
た
め
で
は
な
く
、自
分
の
た
め
に
有
意
義
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

い
き
い
き
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

経
験

60
歳
以
上
の
方
な
ら
誰
で
も
入
会
で
き

ま
す
。仕
事
内
容
は
、公
園
や
ビ
ル
、マ
ン

シ
ョ
ン
等
の
清
掃
、駐
輪
場
管
理
、事
務
、

家
事
援
助
・
子
育
て
支
援
な
ど
さ
ま
ざ

ま
で
す
。各
区
入
会
説
明
会
へ
足
を
運

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。❾

07

体
操
、
卓
球
、

合
唱
、
書
道
な
ど

ｌ
信
頼
さ
れ
る
セ
ン
タ
ー
と
し
て
大

切
に
し
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
？
ｌ

発
注
者
や
会
員
の
み
な
さ
ん
の
お
役

に
立
つ
仕
事
を
提
供
す
る
な
ど
、
満

足
度
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
大
切
に

し
て
い
ま
す
。

ｌ
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
活
動
す

る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
す
か
？
ℓ

60
歳
以
上
で
、
健
康
で
働
く
意
欲
が

あ
れ
ば
入
会
で
き
ま
す
。

駐
輪
場
・
駐
車
場
の
管
理
、
施
設
管

理
、
樹
木
の
剪
定
、
公
園
の
清
掃
除

草
、
草
刈
り
、
家
事
援
助
、
筆
耕
な

ど
幅
広
い
仕
事
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
培
っ
た
技
術
や
経
験
を

活
か
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

ｌ
日
常
生
活
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
も

ら
う
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？
ℓ

家
庭
内
の
掃
除
や
洗
濯
、
食
事
の
支

度
な
ど
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
も
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
高
齢
者
の
サ
ポ
ー

ト
と
し
て
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
も
行
っ
て
い
ま
す
。

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
お
手
伝
い

の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
お
墓
の
清
掃
サ
ー
ビ
ス

遠
方
の
た
め
、
な
か
な
か
お
墓
参
り

が
で
き
な
い
方
に
代
わ
っ
て
、
福
岡

市
内
の
お
墓
の
お
掃
除
を
し
ま
す
。

合
掌
礼
拝
に
は
じ
ま
り
、
墓
石
や
お

墓
ま
わ
り
の
清
掃
を
行
い
ま
す
。
終

了
後
写
真
と
報
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

■
空
き
家
等
見
守
り
安
心
サ
ポ
ー
ト

福
岡
市
内
の
空
き
家
に
な
っ
て
い
る

実
家
な
ど
、
建
物
の
外
観
や
破
損
の

状
況
、
雑
草
や
庭
木
の
状
況
な
ど
を

確
認
し
、
写
真
と
報
告
書
を
送
付
し

ま
す
。

ご
要
望
に
応
じ
て
清
掃
や
除
草
、
樹

木
の
剪
定
な
ど
の
作
業
を
行
う
こ
と

も
可
能
で
す
。

く
わ
し
く
は
、
お
住
ま
い
の
区
ま
た

は
お
墓
や
空
き
家
が
所
在
す
る
区
の

出
張
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。❾ シルバー人材センター

東区委員長
  

菊堂　民生さん

約45年の法務矯正行政の職を退官後、広報
誌を見て入会、香椎駅駐輪場で３年４月間
就業後、東区副委員長として４年間務め、現
在は東区委員長として、コンプライアンスの
徹底と地域社会の要請に的確に応えられる
出張所の運営を目指しているところです。

ボ
ラ
ン
ティ
ア
し
て
み
よ
う

「
ふ
れ
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
地
域

で
見
守
り
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
へ
声

か
け
や
訪
問
な
ど
に
よ
る
見
守
り
活

動
を
行
い
ま
す
。❸

「
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」

公
民
館
や
集
会
所
等
で
高
齢
者
や
障
が

い
の
あ
る
方
と
体
操
や
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
で
交
流
し
ま
す
。

各
校
区
に
は
社
会
福
祉
協
議
会
が
あ

り
、他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、地
域
や
公
民
館
な
ど
に
聞

い
て
み
て
く
だ
さ
い
。❸

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
」

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
人
と
、し
て
ほ

し
い
人
の
双
方
に
、活
動
の
紹
介
や
情

報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。❸
❹

「
介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
」

65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
指
定
さ
れ
た

介
護
保
険
施
設
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
行
う
と
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
、

換
金
ま
た
は
寄
付
す
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。❸
❹

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
」

保
育
園
等
の
お
迎
え
や
一
時
的
な
預
か

り
な
ど
、育
児
中
の
方
へ
の
サ
ポ
ー
ト

を
し
て
く
れ
る
人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

❺「民
生
委
員
・
児
童
委
員
」

地
域
住
民
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
・
支

援
や
、市
の
福
祉
関
連
事
業
へ
の
協
力

な
ど
、地
域
に
密
着
し
た
活
動
を
行
い

ま
す
。校
区
民
生
委
員
推
薦
会
の
推
薦

が
必
要
で
す
。❻

「
環
境
美
化
活
動
」

個
人
で
道
路
な
ど
公
共
の
場
所
を
清

掃
す
る
と
き
の
た
め
に「
環
境
美
化

袋
」（
ご
み
袋
）を
配
布
し
て
い
ま
す

（
配
布
条
件
あ
り
）。❼

「
N
P
O
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
交
流
セ
ン

タ
ー 

あ
す
み
ん
」

N
P
O
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
市

民
公
益
活
動
に
関
す
る
情
報
や
交
流

の
場
を
提
供
し
て
い
ま
す
。10

料
理
教
室 

、ス
マ
ホ
の
使
い

方
講
座 

な
ど

21
22

Ｒ
60
倶
楽
部

60
歳
前
後
の
世
代（
ア
ラ
カ
ン
世
代
）

が
、長
年
培
っ
た
経
験
や
技
能
、趣
味
や

興
味
を
活
か
し
て
自
ら
イ
ベ
ン
ト
を
企

画
し
、体
験
型
の
教
室
や
ツ
ア
ー
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。企
画
し
た
い
方
、イ

ベ
ン
ト
へ
参
加
し
た
い
方
は
事
務
局
ま

で
。11

市
民
後
見
人

判
断
能
力
が
不
十
分
な
人
の
暮
ら
し

や
財
産
を
守
る
支
援
を
行
い
ま
す
。12

○
環
境
美
化
活
動
　
な
ど

み

❷
❼
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人
の
双
方
に
、活
動
の
紹
介
や
情

報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。❸
❹

「
介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
」

65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
指
定
さ
れ
た

介
護
保
険
施
設
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
行
う
と
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
、

換
金
ま
た
は
寄
付
す
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。❸
❹

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
」

保
育
園
等
の
お
迎
え
や
一
時
的
な
預
か

り
な
ど
、育
児
中
の
方
へ
の
サ
ポ
ー
ト

を
し
て
く
れ
る
人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

❺「民
生
委
員
・
児
童
委
員
」

地
域
住
民
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
・
支

援
や
、市
の
福
祉
関
連
事
業
へ
の
協
力

な
ど
、地
域
に
密
着
し
た
活
動
を
行
い

ま
す
。校
区
民
生
委
員
推
薦
会
の
推
薦

が
必
要
で
す
。❻

「
環
境
美
化
活
動
」

個
人
で
道
路
な
ど
公
共
の
場
所
を
清

掃
す
る
と
き
の
た
め
に「
環
境
美
化

袋
」（
ご
み
袋
）を
配
布
し
て
い
ま
す

（
配
布
条
件
あ
り
）。❼

「
N
P
O
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
交
流
セ
ン

タ
ー 

あ
す
み
ん
」

N
P
O
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
市

民
公
益
活
動
に
関
す
る
情
報
や
交
流

の
場
を
提
供
し
て
い
ま
す
。10

☎833-4340    FAX 841-6687

中央区今泉1-19-22　天神クラス4階
☎724-4801    FAX 724-4901

早良区役所　生活環境課  家庭ごみ係 ❼

☎401-3456    FAX 739-6081
アラカンフェスタ実行委員会事務局 11

❽

❾

☎833-4361    FAX 833-4349

☎ FAX 833-4397

早良区役所　地域支援課  地域支援係 ❷

福岡市社会福祉協議会  早良区社協事務所 ❸

早良区役所　地域保健福祉課  企画推進係 ❻

早良区百道2-2-1　早良区役所2階

早良区百道1-1-1　UMIBE BLD1階

中央区荒戸3-3-39　福岡市市民福祉プラザ3階
☎753-6450　FAX734-2010 

福岡市成年後見推進センター 12



さ
あ
、こ
れ
か
ら
の
人
生
を
有
意
義
な
も
の
に
す
る
の
は
自
分
自
身
で
す
。

定
年
後
は
、何
を
し
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
ず
、家
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
に

な
っ
て
心
や
体
の
調
子
を
崩
す
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

時
間
と
余
裕
が
で
き
て
も
健
康
で
な
け
れ
ば
充
実
し
た
人
生
は

過
ご
せ
ま
せ
ん
。元
気
に
過
ご
す
た
め
に
生
活
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。 

肺
炎
予
防
の

ワ
ク
チ
ン
と
は
何
で
す
か
？

ど
う
し
て
健
診（
検
診
）を

受
け
な
い
と
い
け
な
い
の

で
す
か
？

介
護
予
防
の
運
動
が

し
た
い
の
で
す
が
？

65
歳
を
過
ぎ
る
と
、肺
炎

に
よ
る
入
院
が
多
く
な
る

こ
と
が
調
査
で
分
か
っ
て
い
ま
す
。原

因
菌
の
多
く
を
占
め
る「
肺
炎
球
菌
」

に
よ
る
肺
炎
を
予
防
し
た
り
、重
症
化

を
防
い
だ
り
で
き
る
の
が「
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
」で
す
。

初
め
て
接
種
す
る
65
歳
の
方
な
ど
は
、

公
費
助
成
が
受
け
ら
れ
、自
己
負
担
は

４
２
０
０
円
、生
活
保
護
受
給
者
や
市

民
税
非
課
税
世
帯
の
方
な
ど
は
無
料

で
す（
要
証
明
書
）。

指
定
の
医
療
機
関
で
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

指
定
の
医
療
機
関
で
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。秋

か
ら
冬
に
か
け
て
流
行
す
る
の
が
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
す
。高
齢
者
や
体
の

弱
い
方
は
症
状
が
重
く
な
っ
て
亡
く
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。予
防
接
種
は
、

症
状
を
軽
く
す
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

自
分
で
で
き
る
対
策
と
し
て
、日
頃
か

ら
手
洗
い
・
マ
ス
ク
の
使
用
や
規
則
正

し
い
生
活
に
も
努
め
ま
し
ょ
う
。65
歳

以
上
の
方
は
１
回
１
５
０
０
円
、生
活

保
護
受
給
者
や
市
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
な
ど
は
無
料
で
す（
要
証
明
書
）。

09

日
本
人
の
死
因
の
第
１
位
は
「
が
ん
」

が
ん
は
早
期
の
発
見
で
治
療
が
可
能
で
す
。

早
め
に
見
つ
け
る
た
め
に
も
定
期
的
な
検
診
が
大
切
で

す
。あ
わ
せ
て
、今
で
も
重
大
な
感
染
症
で
あ
る
結
核
に

つ
い
て
も
健
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。ま
た
、歯
と
口
の

健
康
は
全
身
の
健
康
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
、定

期
的
に
歯
科
医
院
で
チ
ェッ
ク
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

特
定
健
診
は
、メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
は
じ

め
と
す
る
、生
活
習
慣
病
を
早
期
に
発

見
し
、予
防
・
改
善
す
る
た
め
の
健
診

で
す
。40
歳
〜
74
歳
ま
で
の
方
は
、加

入
し
て
い
る
保
険
者
で
特
定
健
診
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

生
活
習
慣
病
は
、自
覚
症
状
が
な
い
ま

ま
進
行
し
脳
卒
中
や
心
臓
病
な
ど
命

に
関
わ
る
病
気
を
発
症
す
る
リ
ス
ク

が
高
ま
り
ま
す
。ま
た
、糖
尿
病
な
ど

の
基
礎
疾
患
が
あ
る
場
合
、認
知
症
の

原
因
と
な
る
こ
と
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
重
症
化
リ
ス
ク
も

高
ま
り
ま
す
。年
に
１
回
健
診
を
受
け

生
活
習
慣
の
改
善
や
早
期
治
療
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

福
岡
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ

て
い
る
方
は
、各
区
の
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
や
実
施
医
療
機
関
で
受
診
が
可

能
で
す
。費
用
は
５
０
０
円
で
、満
70

歳
〜
74
歳
の
方
や
市
県
民
税
非
課
税

世
帯
の
方（
要
証
明
書
）は
無
料
で
す
。

健
診
受
診
時
は
、受
診
券
と
保
険
証
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。75
歳
以
上
の
方

は
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

福岡市健康づくり・
スポーツサイト

福岡市介護予防
応援WEBサイト
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福
岡
市
で
は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ「
ふ
く
お
か
散
歩
」と
連
携
し
て
、市
民
の
皆
様
の
健

康
づ
く
り
を
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
歩
く
だ
け
で
ポ
イ
ン
ト
が

貯
ま
り
、貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
市
の
特
産
品
な
ど
の
景
品
が
あ
た
る
抽
選
に
応
募
で
き
ま
す
。

ま
た
、健
康
づ
く
り
教
室
の
お
知
ら
せ
や
健
康
豆
知
識
な
ど
お
役
立
ち
情
報
も
発
信
し
て
い
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
お
試
し
く
だ
さ
い
。 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ「
ふ
く
お
か
散
歩
」で
お
得
に
健
康
づ
く
り
し
ま
せ
ん
か

※02

各
区
に
は
市
民
プ
ー
ル
や

体
育
館
が
あ
り
、ス
ポ
ー

ツ
教
室
や
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
が
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。❶

公
民
館
な
ど
で
は
、ご
要
望
に
応
じ
て

健
康
づ
く
り
や
介
護
予
防
に
関
す
る

出
前
講
座(

無
料)

を
開
催
し
て
い
ま

す
。 

そ
の
他
、よ
か
ト
レ
や
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
な
ど
を
実
施
し
て
い
る「
自
主
グ

ル
ー
プ
」や「
ロ
コ
モ
予
防（
運
動
）サ
ロ

ン
」の
参
加
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。❷

指
定
の
医
療
機
関
で
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。秋

か
ら
冬
に
か
け
て
流
行
す
る
の
が
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
す
。高
齢
者
や
体
の

弱
い
方
は
症
状
が
重
く
な
っ
て
亡
く
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。予
防
接
種
は
、

症
状
を
軽
く
す
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

自
分
で
で
き
る
対
策
と
し
て
、日
頃
か

ら
手
洗
い
・
マ
ス
ク
の
使
用
や
規
則
正

し
い
生
活
に
も
努
め
ま
し
ょ
う
。65
歳

以
上
の
方
は
１
回
１
５
０
０
円
、生
活

保
護
受
給
者
や
市
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
な
ど
は
無
料
で
す（
要
証
明
書
）。
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特
定
健
診
は
、メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
は
じ

め
と
す
る
、生
活
習
慣
病
を
早
期
に
発

見
し
、予
防
・
改
善
す
る
た
め
の
健
診

で
す
。40
歳
〜
74
歳
ま
で
の
方
は
、加

入
し
て
い
る
保
険
者
で
特
定
健
診
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

生
活
習
慣
病
は
、自
覚
症
状
が
な
い
ま

ま
進
行
し
脳
卒
中
や
心
臓
病
な
ど
命

に
関
わ
る
病
気
を
発
症
す
る
リ
ス
ク

が
高
ま
り
ま
す
。ま
た
、糖
尿
病
な
ど

の
基
礎
疾
患
が
あ
る
場
合
、認
知
症
の

原
因
と
な
る
こ
と
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
重
症
化
リ
ス
ク
も

高
ま
り
ま
す
。年
に
１
回
健
診
を
受
け

生
活
習
慣
の
改
善
や
早
期
治
療
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

福
岡
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ

て
い
る
方
は
、各
区
の
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
や
実
施
医
療
機
関
で
受
診
が
可

能
で
す
。費
用
は
５
０
０
円
で
、満
70

歳
〜
74
歳
の
方
や
市
県
民
税
非
課
税

世
帯
の
方（
要
証
明
書
）は
無
料
で
す
。

健
診
受
診
時
は
、受
診
券
と
保
険
証
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。75
歳
以
上
の
方

は
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

けんしんナビ

　
福
岡
市
で
は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ「
ふ
く
お
か
散
歩
」と
連
携
し
て
、市
民
の
皆
様
の
健

康
づ
く
り
を
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
歩
く
だ
け
で
ポ
イ
ン
ト
が

貯
ま
り
、貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
市
の
特
産
品
な
ど
の
景
品
が
あ
た
る
抽
選
に
応
募
で
き
ま
す
。

ま
た
、健
康
づ
く
り
教
室
の
お
知
ら
せ
や
健
康
豆
知
識
な
ど
お
役
立
ち
情
報
も
発
信
し
て
い
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
お
試
し
く
だ
さ
い
。 

お問い合わせ先　福岡市  保健医療局  総務企画部  保健医療政策課
　　　　　　　　電話：092-707-1063　FAX：092-733-5912

※ふくおか散歩は西日本新聞社、TOPPAN、正興ITソリューションが
　運営しているスマートフォンアプリです。

早良区保健福祉センター

介護予防の運動ができる施設

　851-6012　FAX　822-5733
早良区保健福祉センター 健康課
［問い合わせ先］

早良区保健福祉センターや校区等での受診の予約

早良市民プール ❶
早良区曙1-3-15　
☎841-1080　FAX 846-6528

早良体育館 ❶
早良区四箇6-17-6  
☎812-0301　FAX 812-6458

ももち体育館 ❶
早良区百道2-3-15  
☎851-4550　FAX 851-5551

各公民館 ❷　

早良区役所　地域保健福祉課　地域保健福祉係 ❷　
☎833-4363　FAX 833-4349　

結核健診

実施医療機関については、「健診ガイド」（毎年
４月市政だよりと同時配布）でご確認ください。

※02

　0120-985-902　FAX 0120-931-869
集団健診・よかドック総合窓口

（胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん）
※70歳以上の方は、胃がん検診は実施医
　療機関で受診をお願いいたします。

WEB予約「けんしんナビ」で検索

福岡市国保の特定健診（よかドック）
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（12ページ）

（13～16ページ）

（17～20ページ）

（21～22ページ）

退職後にどの健康保険制度に加入するか検討
①国民健康保険
②任意継続
③家族の健康保険

年金手帳または基礎年金番号通知書の有無を確認

12

家族の加入する
健康保険の
担当者へ

所得区分 過去12か月で3回目まで

（平成27年1月改正）
4回目以降

252,600円
＋（医療費－842,000）×1％

167,400円
＋（医療費－558,000）×1％

80,100円
＋（医療費－267,000）×1％

57,600円

35,400円

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

24,600円

上位所得者

一般

市民税非課税世帯

901万円超

600万円超
901万円以下
210万円超
600万円以下
210万円
以下

総所得金額等

１人の被保険者が医療機関ごと（同一医療機関
の場合は入院・通院・歯科ごとで、調剤薬局分は
処方元医療機関（外来）分に合算）に同一月内
（１日～末日）に支払った自己負担額（差額ベッ
ド代、食事代、歯科の自由診療など保険診療の対
象外を除く。）が21,000円以上のもの。

国
民
健
康
保
険
料
は
、４

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
１

年
間
分
の
保
険
料
を
、６
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
の
10
回
で
支
払
い
ま
す
。

保
険
料
の
支
払
い
は
原
則
、口
座
振
替

で
お
願
い
し
て
い
ま
す
。金
融
機
関
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
口
座
振
替
の
申

し
込
み
が
で
き
ま
す
が
、区
役
所
窓
口

で
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
み
で
簡
単

に
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。加
入
手
続

き
の
際
は
、必
ず
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ひ
と
月
あ
た
り
の
医
療
費

の
自
己
負
担
額
が
左
表※

02
の
条
件
で
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、

申
請
す
れ
ば
超
え
た
分
が
戻
っ
て
き
ま

す
。

定年退職

◎ 高額療養費の算定対象

高額療養費の算定対象の自己負担額（複数の医
療機関分や同一世帯の被保険者分は合算）が下
記の限度額（月額）を超えたとき、超えた分を高
額療養費として支給。

◎ 高額療養費に該当する場合

早良区役所　保険年金課  給付係
☎833-4371　FAX 846-9921

早良区役所　保険年金課  保険係
☎833-4372　FAX 846-9921



年金受給
開始後毎年

59

国民年金へ種別変更

年
金
が
い
く
ら
も
ら
え
る
か
、

ど
こ
に
聞
い
た
ら

わ
か
り
ま
す
か
？

59

年
金
を
受
け
取
る
に
は
原

則
と
し
て
、国
民
年
金
の
第

１
号
被
保
険
者
の
資
格
期
間
や
第
３
号

被
保
険
者
期
間
、厚
生
年
金
な
ど
の
年
金

の
受
給
資
格
期
間
が
、通
算
10
年
以
上
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。受
給
資
格
が

あ
る
方
に
は
、年
金
を
も
ら
え
る
年
齢

（
左
表
参
照
）に
到
達
す
る
誕
生
日
の

約
３
か
月
前
に
年
金
請
求
書
が
送
ら

れ
て
き
ま
す
。国
民
年
金
の
第
１
号
被

保
険
者
と
し
て
の
み
加
入
し
て
い
た

人
は
区
役
所
に
、厚
生
年
金
や
国
民
年

金
の
第
３
号
被
保
険
者
期
間
の
あ
る

人
は
事
前
に
予
約
し
て
、年
金
事
務
所

に
行
っ
て
年
金
請
求
を
し
て
く
だ
さ

い
。年
金
は
年
齢
に
到
達
し
た
ら
自
動

的
に
振
り
込
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

年
金
請
求
が
必
要
で
す
。ま
た
、年
金
請

求
か
ら
実
際
に
年
金
が
振
り
込
ま
れ

る
ま
で
に
、３
〜
４
か
月
か
か
り
ま
す
。

13

新
た
な
生
活
を
考
え
る
と
き
、

支
え
る
大
切
な
財
産
で
す
。

1～2 か

か

か

と
し
て
65
歳
よ
り
も
前
か
ら
支
給
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、こ
れ
は
段
階
的
に

報
酬
比
例
部
分
の
み
と
な
り
、さ
ら
に

は
こ
の
報
酬
比
例
部
分
も
な
く
な
り
、

将
来
的
に
は
、老
齢
厚
生
年
金
を
も
ら

え
る
の
は
65
歳
か
ら
と
な
り
ま
す
。年

齢
、
男
女
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
の
で
、

左
の
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　第1号被保険者
自営業者、学生など
Ａ 　第2号被保険者

会社員、公務員など
Ｂ 　第3号被保険者

　に扶養されている
配偶者

Ｃ

59

050で始まる電話でおかけになる場合は
共済組合加入期間については各共済組合にお問い合わせください。

へ

国 民 年 金
（基礎年金）

Ｂ

年
金
を
受
け
取
る
に
は
原

則
と
し
て
、国
民
年
金
の
第

１
号
被
保
険
者
の
資
格
期
間
や
第
３
号

被
保
険
者
期
間
、厚
生
年
金
な
ど
の
年
金

の
受
給
資
格
期
間
が
、通
算
10
年
以
上
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。受
給
資
格
が

あ
る
方
に
は
、年
金
を
も
ら
え
る
年
齢

（
左
表
参
照
）に
到
達
す
る
誕
生
日
の

約
３
か
月
前
に
年
金
請
求
書
が
送
ら

れ
て
き
ま
す
。国
民
年
金
の
第
１
号
被

保
険
者
と
し
て
の
み
加
入
し
て
い
た

人
は
区
役
所
に
、厚
生
年
金
や
国
民
年

金
の
第
３
号
被
保
険
者
期
間
の
あ
る

人
は
事
前
に
予
約
し
て
、年
金
事
務
所

に
行
っ
て
年
金
請
求
を
し
て
く
だ
さ

い
。年
金
は
年
齢
に
到
達
し
た
ら
自
動

的
に
振
り
込
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

年
金
請
求
が
必
要
で
す
。ま
た
、年
金
請

求
か
ら
実
際
に
年
金
が
振
り
込
ま
れ

る
ま
で
に
、３
〜
４
か
月
か
か
り
ま
す
。

14

ま
た
、
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
で
加
入
記

録
と
将
来
の
年
金
見
込
額
が
確
認
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機

構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

ねんきんダイヤル
（https : / /www.nenk in .go . jp/）

と
し
て
65
歳
よ
り
も
前
か
ら
支
給
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、こ
れ
は
段
階
的
に

報
酬
比
例
部
分
の
み
と
な
り
、さ
ら
に

は
こ
の
報
酬
比
例
部
分
も
な
く
な
り
、

将
来
的
に
は
、老
齢
厚
生
年
金
を
も
ら

え
る
の
は
65
歳
か
ら
と
な
り
ま
す
。年

齢
、
男
女
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
の
で
、

左
の
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。



老
齢
基
礎
年
金
は
、原
則

と
し
て
10
年
以
上
の
受
給

資
格
期
間
が
な
け
れ
ば
も
ら
え
ま
せ

ん
。受
給
資
格
期
間
に
は
、国
民
年
金

の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
実
際
の

保
険
料
を
支
払
っ
た
期
間
だ
け
で
な

く
、保
険
料
免
除
期
間（
経
済
的
理
由

な
ど
で
申
請
に
よ
り
免
除
さ
れ
た
期

間
な
ど
）も
含
ま
れ
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
は
保
険
料
納
付
済
み

の
期
間
や
、第
３
号
被
保
険
者
期
間
が

40
年
あ
っ
て
初
め
て
満
額
支
給
さ
れ

ま
す
。

者
関
係
届
書
」
を
区
役
所
保
険
年
金

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。❶

15

反
対
に｢

繰
り
下
げ
支
給｣

は
、
支
給
開

始
を
66
歳
か
ら
75
歳
ま
で(

令
和
４
年

３
月
ま
で
は
70
歳)

月
単
位
で
遅
く
し

て
、
本
来
の
年
金
額
を
一
定
率
で
増
額

し
て
支
給
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
65
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢
厚

生
年
金
も
繰
り
下
げ
支
給
が
で
き
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
年
金
事
務
所
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。❷

10

16

❶

保
険
年
金
課
で
の
手
続
き
に
な
り
ま

す
。❶

ま
た
、「
合
算
対
象
期
間
」と
い
っ
て
、
年

金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
資
格

期
間
に
合
算
で
き
る
期
間
が
あ
る
と
き

は
、
年
金
が
受
給
で
き
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。❷

反
対
に｢

繰
り
下
げ
支
給｣

は
、
支
給
開

始
を
66
歳
か
ら
75
歳
ま
で(

令
和
４
年

３
月
ま
で
は
70
歳)

月
単
位
で
遅
く
し

て
、
本
来
の
年
金
額
を
一
定
率
で
増
額

し
て
支
給
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
65
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢
厚

生
年
金
も
繰
り
下
げ
支
給
が
で
き
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
年
金
事
務
所
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。❷西福岡年金事務所 ❷

西区内浜1-3-7　
☎883-9962　FAX 884-0149

日本年金機構　ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/

早良区役所　保険年金課  国民年金係 ❶
☎833-4323　FAX 846-9921

早良区役所　入部出張所  保険・福祉係
☎804-2014　FAX 803-0924

問い合わせ先



17

勤
務
先
を
令
和
５
年
12
月

に
退
職
後
、６
月
に
市
県
民

税
の
納
税
通
知
書
が
２
通

も
届
い
た
の
で
す
が
。

ち
、
１
通
は
、
令
和
４
年
１
月
〜
12
月

の
所
得
に
対
す
る
市
県
民
税
で
、
給

与
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
分
で
す
。

本
来
、
令
和
５
年
６
月
〜
翌
年
５
月

ま
で
の
各
月
で
給
与
か
ら
税
金
を
差

し
引
く
予
定
が
、
令
和
５
年
12
月
の

退
職
に
よ
り
、
給
与
か
ら
差
し
引
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
分
を
「
普
通

徴
収
」
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
た

め
の
納
税
通
知
書
で
す
。

所得税・市県民税が給与から差し引かれている場合

与から一括して差し引きし
てもらう。

差し引きされる。

18

※

令和5年

令和4年1月～12月収入分

令和5年1月～12月収入分

令和6年 令和7年

令和6年

ち
、
１
通
は
、
令
和
４
年
１
月
〜
12
月

の
所
得
に
対
す
る
市
県
民
税
で
、
給

与
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
分
で
す
。

本
来
、
令
和
５
年
６
月
〜
翌
年
５
月

ま
で
の
各
月
で
給
与
か
ら
税
金
を
差

し
引
く
予
定
が
、
令
和
５
年
12
月
の

退
職
に
よ
り
、
給
与
か
ら
差
し
引
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
分
を
「
普
通

徴
収
」
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
た

め
の
納
税
通
知
書
で
す
。

も
う
１
通
は
、
令
和
５
年
中
の
所
得

に
対
す
る
市
県
民
税
と
し
て
、｢

普
通

徴
収
」
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
た

め
の
納
税
通
知
書
で
す
。

勤続年数20年を超える場合

※役員等の方で、勤続年数５年以下の方は、２分の１を乗じません。
　役員等以外の方で、勤続年数５年以下の方は、300万円を超える部分については、
　２分の１を乗じません。



4
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市
県
民
税
の
年
金
か
ら
の

差
し
引
き
制
度
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い
。

600,000以下

600,001～1,299,999

1,300,000～4,099,999

4,100,000～7,699,999

7,700,000～9,999,999

10,000,000以上

1,100,000以下

1,100,001～3,299,999

3,300,000～4,099,999

4,100,000～7,699,999

7,700,000～9,999,999

10,000,000以上

0

収入合計額－600,000
収入合計額×75％－275,000
収入合計額×85％－685,000
収入合計額×95％－1,455,000

収入合計額－1,955,000

0

収入合計額－1,100,000
収入合計額×75％－275,000
収入合計額×85％－685,000
収入合計額×95％－1,455,000

収入合計額－1,955,000
※公的年金等以外の所得が1,000万円を超える場合、雑所得の計算方法が変わります。

（令和２年分から適用）

市
県
民
税
の
公
的
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収（
差
し
引

き
）制
度
の
対
象
と
な
る
の
は
、年
度

の
初
日（
４
月
１
日
）現
在
、
老
齢
基
礎

年
金
等
の
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
65
歳
以
上
の
方
で
、
市
県
民
税

が
課
税
と
な
る
方
で
す
。
課
税
さ
れ

る
税
額
は
、
前
年
中
に
受
給
し
た
公

的
年
金
等
の
所
得
に
対
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
。

早良区役所　課税課  市民税係
☎833-4320　FAX 841-2185

西福岡税務署
早良区百道1-5-22
☎843-6211

問い合わせ先

国税庁　ホームページ
https://www.nta.go.jp/

※04

※04
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年
の
途
中
で
死
亡
し
た
方
の

個
人
市
県
民
税
は

ど
う
な
り
ま
す
か
。

個
人
市
県
民
税
は
、１
月

１
日
現
在
に
お
住
ま
い
の

市
町
村
が
、前
年
中（
１
月
か
ら
12
月

ま
で
）の
所
得
に
基
づ
い
て
課
税
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、年
の
途

中
に
亡
く
な
っ
た
方
に
も
課
税
さ
れ
ま

す
。年
の
途
中
で
亡
く
な
っ
た
場
合
の

市
県
民
税
は
、相
続
人
の
方
に
納
税
義

務
が
承
継
さ
れ
、相
続
人
の
方
が
納
め

7
原
則
、税
金
は
か
か
り
ま
す
。

受
給
額
か
ら
掛
け
金
等
必

要
経
費
を
差
し
引
い
た
額
が
雑
所
得

と
な
り
ま
す
。公
的
年
金
や
給
与
な
ど

の
他
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
ら

の
所
得
と
合
わ
せ
て
、所
得
税
・
市
県

民
税
の
課
税
対
象
と
な
り
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、翌
年
度
の
個
人
市
県
民
税
は
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。

各種所得控除（一部） 必要な書類の例

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

医療費控除
①又は②の
どちらか

※医療費控除申告時に、領収書の添付・提示は不要となりましたが、
　領収書の提示を求める場合がありますので、領収書は自宅で5年間
　保存してください。

③本人確認書類および個人番号が確認できるもの

会社以外で支払った健康保険料、国民年金などの領収書

保険会社からの控除証明書

保険会社からの控除証明書

①通常の医療費控除の場合…医療費控除の明細書（添付）
※医療保険者発行の医療費通知を添付すると、明細の記入を
省略できます。

②セルフメディケーション税制の場合…セルフメディケー
ション税制の明細書（添付）

※

公
的
年
金
等
収
入
が
４
０
０
万
円

以
下
で
、
か
つ
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以

下
で
あ
る
方
は
、
確
定
申
告
の
提
出
が

不
要
で
す
が
、
社
会
保
険
料
、
生
命
保

険
料
、
医
療
費
な
ど
の
各
種
控
除
を

受
け
る
場
合
に
は
、
市
県
民
税
の
申
告

が
必
要
で
す
。



60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、

60
歳
時
点
よ
り
給
与
が

大
幅
に
下
が
っ
た
場
合
は
、下
が
っ
た

給
与
を
補
填
す
る「
高
年
齢
雇
用
継
続

給
付
」と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
す
。給
付
金
を
受

給
す
る
に
は
、さ
ま
ざ

ま
な
要
件
が
あ
り
ま
す

の
で
、受
給
資
格
が
あ
る
か

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融

公
庫
の「
女
性
、若
者
／
シ

ニ
ア
起
業
家
支
援
資
金
」❻
や
福
岡
市

の「
福
岡
100
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
資
金（
50

歳
以
上
）」❼
な
ど
の
融
資
制
度
が
あ

り
ま
す
。詳
し
く
は
各
担
当
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

２
か
月
以
内
に
申
請
す
る
こ
と
で
、受
給

期
間
を
最
長
１
年
ま
で
延
長
で
き
ま
す
。❸

ど
う
か
を
、ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、給
付
を
受
け
る
方
で「
在
職
老
齢

年
金
」を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、年
金

事
務
所
へ
届
出
が
必
要
で
す
。給
付
金

額
に
よ
っ
て
は
、年
金
額
が
減
額
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。❹

資
金
調
達
な
ど
の
起
業
に
関
す
る
様
々

な
相
談
に
お
応
え
し
て
い
ま
す
。登
記

な
ど
の
開
業
手
続
き
の
サ
ポ
ー
ト
も
、

誰
で
も
、無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。❺

起
業
を
志
す
人
を
支
援

す
る
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

カ
フ
ェ
」で
、事
業
計
画
や
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公
共
職
業
安
定
所（
以
下「
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
」）に
求
職
の
申

し
込
み
を
し
ま
し
ょ
う
。

福
岡
市
で
も
、福
岡
市
就
労
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す
。予
約
し
て
相
談
し
て

み
ま
し
ょ
う
。ま
た
、「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
」で
検
索
し
て

就
職
情
報
を
得
た
り
、求
職
申
込
は
オ
ン

ラ
イ
ン
で
登
録
を
し
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

そ
の
他
に
も「
シ
ニ
ア
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ふ

く
お
か
」や「
福
岡
県
生
涯
現
役
チ
ャ
レ
ン

ジ
セ
ン
タ
ー
」へ
の
個
別
相
談
や「
福
岡
県

中
高
年
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
」に
登
録
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。❶

　
福
岡
市
は
、
年
齢
を
重
ね
て

も
活
躍
で
き
る
社
会
の
実
現
を

目
指
し
、
働
き
た
い
シ
ニ
ア
の

就
業
を
応
援
し
て
い
ま
す
。 

　
シ
ニ
ア
が
自
分
に
あ
っ
た
仕

事
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
、区

役
所
や
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
な

ど
市
内
14
か
所
に「
シ
ニ
ア
お

仕
事
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
」を
設
置
し
て
い

ま
す
。 

　
シ
ニ
ア
向
け
求

人
情
報
や
就
業
支

援
セ
ミ
ナ
ー
の
情

報
な
ど
を
自
由
に

閲
覧
で
き
ま
す
。❽ 

シ
ニ
ア
お
仕
事
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

今
ま
で（
退
職
前
）と
同
様
に
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
き
た
い
。

ハローワークで求職申込・資格決定
＜必要なもの＞
① 離職票１、２
② 個人番号が確認できる書類
③ 運転免許証などの本人確認書類
④ 本人名義の預金通帳またはキャッ
　 シュカード
⑤ 印鑑（認め印可、スタンプ印以外）
⑥ 最近の顔写真（3cm×2.4cm）2枚

待期満了

初回認定後、
原則4週間ごと

次回認定日の
前日までに

求職申込・受給資格決定を受けた日から
失業の状態が７日間経過する。

失業認定（初回認定）を受け、約1週間
後基本手当が振り込まれる。

求職活動を２回以上行う

求職申込・資格
決定から4週間
前後

雇用保険説明会に出席する。

就職が決まり、出社日の前日まで、又は給付日数の残りが
0日となった時点で受給終了。

60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、

60
歳
時
点
よ
り
給
与
が

大
幅
に
下
が
っ
た
場
合
は
、下
が
っ
た

給
与
を
補
填
す
る「
高
年
齢
雇
用
継
続

給
付
」と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
す
。給
付
金
を
受

給
す
る
に
は
、さ
ま
ざ

ま
な
要
件
が
あ
り
ま
す

の
で
、受
給
資
格
が
あ
る
か

２
か
月
以
内
に
申
請
す
る
こ
と
で
、受
給

期
間
を
最
長
１
年
ま
で
延
長
で
き
ま
す
。❸

ど
う
か
を
、ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、給
付
を
受
け
る
方
で「
在
職
老
齢

年
金
」を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、年
金

事
務
所
へ
届
出
が
必
要
で
す
。給
付
金

額
に
よ
っ
て
は
、年
金
額
が
減
額
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。❹

資
金
調
達
な
ど
の
起
業
に
関
す
る
様
々

な
相
談
に
お
応
え
し
て
い
ま
す
。登
記

な
ど
の
開
業
手
続
き
の
サ
ポ
ー
ト
も
、

誰
で
も
、無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。❺

起
業
を
志
す
人
を
支
援

す
る
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

カ
フ
ェ
」で
、事
業
計
画
や
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退
職
先
か
ら「
離
職
票
」を

受
け
取
り
、ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

で
求
職
申
込
を
行
い
、受
給
資
格
の
決

定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。申
し
込
み

は
、居
所
を
所
管
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

で
行
い
ま
す
。失
業
認
定
を
受
け
る
と
、

失
業
等
給
付
の
う
ち
の
基
本
手
当
を

受
給
で
き
ま
す
。受
給
す
る
に
は
、退
職

前
の
２
年
以
内
に
12
か
月
以
上
の
雇

用
保
険
加
入
期
間
が
必
要
な
ど
の
条

件
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、65
歳
未
満
の
方
に
支
給
さ
れ
る

老
齢
厚
生
年
金
と
の
併
給（
二
重
受

給
）は
で
き
ま
せ
ん
。事
前
に
条
件
や

給
付
額
な
ど
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。基
本
手
当
を
受
け
取
る
手
順

は
、チ
ャ
ー
ト
の
通
り
で
す
。

た
だ
し
、離
職
日
現
在
で
65
歳
以
上
の

場
合
は
、基
本
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
が
、条
件
に
よ
り「
高
年
齢
求
職
者

給
付
金
」を
一
括
し
て
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。❷
　

公
共
職
業
安
定
所（
以
下「
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
」）に
求
職
の
申

し
込
み
を
し
ま
し
ょ
う
。

福
岡
市
で
も
、福
岡
市
就
労
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す
。予
約
し
て
相
談
し
て

み
ま
し
ょ
う
。ま
た
、「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
」で
検
索
し
て

就
職
情
報
を
得
た
り
、求
職
申
込
は
オ
ン

ラ
イ
ン
で
登
録
を
し
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

そ
の
他
に
も「
シ
ニ
ア
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ふ

く
お
か
」や「
福
岡
県
生
涯
現
役
チ
ャ
レ
ン

ジ
セ
ン
タ
ー
」へ
の
個
別
相
談
や「
福
岡
県

中
高
年
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
」に
登
録
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。❶

　
福
岡
市
は
、
年
齢
を
重
ね
て

も
活
躍
で
き
る
社
会
の
実
現
を

目
指
し
、
働
き
た
い
シ
ニ
ア
の

就
業
を
応
援
し
て
い
ま
す
。 

　
シ
ニ
ア
が
自
分
に
あ
っ
た
仕

事
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
、区

役
所
や
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
な

ど
市
内
14
か
所
に「
シ
ニ
ア
お

仕
事
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
」を
設
置
し
て
い

ま
す
。 

　
シ
ニ
ア
向
け
求

人
情
報
や
就
業
支

援
セ
ミ
ナ
ー
の
情

報
な
ど
を
自
由
に

閲
覧
で
き
ま
す
。❽ 

33
☎433-9211

ハローワークインターネットサービス

福岡市就労相談窓口

福岡県中高年就職支援センター ❶

福岡市経済観光文化局
経営支援課  経営金融係 ❼

https://senior-ouen.city.fukuoka.lg.jp/
☎711-4881　FAX 733-5914

福祉局　高齢福祉課  就業・創業支援係 ❽

早良区百道2-1-1　早良区市民相談室内　（予約制）

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

スタートアップカフェ❺
中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内
https://growth-next.com/

予約受付専用電話
☎733-0717　FAX 711-1682

福岡県生涯現役チャレンジセンター ❶
☎432-2577     FAX 432-2513

博多区博多駅前2-9-28　福岡商工会議所ビル２階
☎441-2171　FAX 441-3211

中央区舞鶴3-9-39　福岡舞鶴スクエア８階
☎0570-089806

博多区博多駅前2-9-28　福岡商工会議所ビル１階
☎292-7989

シニア・ハローワークふくおか ❶



23

福
岡
市
内
の
賃
貸
住
宅
を

探
し
て
い
る
の
で
す
が
。

ご
事
情
や
ご
希
望
を
お
聞

き
し
、条
件
に
合
う
民
間

賃
貸
住
宅
の
物
件
探
し
を
お
手
伝
い

し
ま
す
。必
要
な
場
合
は
、物
件
の
内

覧
や
契
約
時
の
同
行
・
同
席
も
行
い
ま

す
。ま
た
、入
居
に
当
た
っ
て
必
要
と
な

る
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
等
の
情
報
提

供
や
手
続
き
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

（
65
歳
以
上
）❺

3

4

5

6
⑤
日
常
生
活
用
具

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
で
火
の
扱
い
に
配

慮
が
必
要
な
方
な
ど
に
、火
災
警
報
器
、自

動
消
火
器
、電
磁
調
理
器
を
給
付
し
ま
す
。

③
お
む
つ
サ
ー
ビ
ス

毎
月
一
回
自
宅
へ
お
む
つ
を
配
達
し
、費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。（
要
介
護
３
以
上

で
排
泄
介
助
等
が
必
要
な
方
）

※
ゴ
ミ
袋
の
配
付
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

7
補
聴
器
を
購
入
し
ま
す
が
、

助
成
は
あ
り
ま
す
か
？

聴
覚
障
が
い
の
身
体
障
害

者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、

補
聴
器
購
入
代
金
の
助
成
が
あ
り
ま
す
。

必
ず
購
入
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
所

得
に
応
じ
た
自
己
負
担
あ
り
）❹

2

①

①「施設利用料等の割引」

②

①

②

❸

②

年齢別お役立ち情報

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
は
ど
ん
な

も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

本人確認書類を提示すれば、特定の公的施設の利用料
や入場料などが無料または割引になります。

交通用福祉ICカード（地下鉄・バス等）やタクシー助成
券などから１種類を交付します。
（申請方法等については、市政だよりでお知らせします）❷

各種教室や講座を開催して
います。無料で利用できま
す。

9

（
所
得
に
応
じ
た
自
己
負
担
あ
り
）

ま
た
、
こ
の
他
に
も
各
種
サ
ー
ビ
ス
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

①
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

自
宅
で
急
病
や
事
故
な
ど
緊
急
事
態
に
な
っ

た
時
に
、ペ
ン
ダ
ン
ト
の
ス
イ
ッ
チ
を
押
す

な
ど
す
る
と「
受
信
セ
ン
タ
ー
」に
つ
な
が

り
、救
急
車
の
手
配
な
ど
を
し
ま
す
。

④
あ
ん
し
ん
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

介
護
保
険
の
利
用
限
度
を
超
え
て
短
期
入
所
が

必
要
な
場
合
、そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

❶

「早寿園」（老人福祉センター）
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日
常
生
活
や
も
し
も
の
時
の

不
安
が
あ
る
の
で
す
が
。

ご
希
望
に
応
じ
て
有
料
で
次

の
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業

判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
に
、福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
手
続
き
の
ほ
か
、日
常

的
な
金
銭
管
理
や
行
政
手
続
き
な
ど
を
お

手
伝
い
し
ま
す
。❻

②
ず
ー
っ
と
あ
ん
し
ん
安
ら
か
事
業

生
前
に
預
託
金（
最
低
50
万
円
以
上
）を
預

か
り
、死
後
、ご
希
望
に
応
じ
た
葬
儀
・
納

骨
や
家
財
処
分
等
を
実
施
し
ま
す
。（
70
歳

以
上
）❼

③
や
す
ら
か
パ
ッ
ク
事
業

毎
月
の
利
用
料
を
払
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

で
保
険
の
仕
組
み
を
利
用
し
、死
後
、葬
儀

（
直
葬
）・
家
財
処
分
等
を
実
施
し
ま
す
。

（
40
歳
以
上
）❼

④
成
年
後
見
制
度

判
断
能
力
が
不
十
分
と
な
り
、お
金
の
管

理
や
生
活
に
必
要
な
契
約
・
手
続
き
が
難

し
く
な
っ
た
人
に
代
わ
っ
て
、法
的
な
権
限

を
持
っ
て
支
援
す
る
人（
後
見
人
な
ど
）を

家
庭
裁
判
所
が
選
び
、支
援
す
る
制
度
で

す
。❽

4

親
が
認
知
症
で
、

行
方
不
明
に
な
る

恐
れ
が
あ
り
心
配
で
す
が
。

行
方
不
明
の
恐
れ
が
あ
る

認
知
症
の
方
を
早
期
発
見
・

保
護
す
る
た
め
、警
察
や
地
域
な
ど
の

協
力
の
も
と
に「
福
岡
市
認
知
症
の
人

の
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」を
行
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、ご
登
録
く
だ
さ
い
。

ま
た
、認
知
症
の
方
を
正
し
く
理
解

し
、認
知
症
の
方
と
家
族
の
応
援
者
を

増
や
す
た
め
、「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座
」「
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
®講
座
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。❾

5

一
人
暮
ら
し
高
齢
者
の

お
宅
の
様
子
が

最
近
心
配
で
す
が
。

孤
立
死
の
疑
い
な
ど
の
異
変

（
屋
内
か
ら
の
異
臭
、た
ま
っ

た
郵
便
物
、放
置
さ
れ
た
洗
濯
物
、昼
夜

の
点
灯
な
ど
）に
気
づ
き
対
応
に
困
っ
た

と
き
に
、「
見
守
り
ダ
イ
ヤ
ル
」に
お
電
話

く
だ
さ
い
。安
否
確
認
を
行
い
ま
す
。10

6

突
然
自
宅
に
来
た

業
者
か
ら
商
品
等
を

買
わ
さ
れ
た
の
で
す
が
。

「
契
約
す
る
つ
も
り
は
な

か
っ
た
の
に
・・
」と
思
っ
た

と
き
、訪
問
販
売
の
場
合
、書
面
を
受

け
取
っ
て
８
日
以
内
で
あ
れ
ば
無
条
件

で
契
約
解
除
で
き
る「
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
」が
原
則
適
用
さ
れ
ま
す
。契
約

上
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
は
、消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。11

7

認知症高齢者捜してメール
協力サポーター募集
support@req.jp

空メールを送信してください。
届いたメールのURLから
登録をお願いします。

早寿園（老人福祉センター）❶
早良区重留7-8-8
☎804-7750　FAX 804-7751

高齢者乗車券郵送受付センター❷
☎0120-502-633（通話無料）　FAX 0120-880-219
（平日  午前９時～午後５時）

早良区役所
福祉・介護保険課　高齢者福祉係❸
☎833-4352　FAX 846-8428
福祉・介護保険課　障がい者福祉係❹
☎833-4353　FAX 831-5723

地域保健福祉課　地域包括ケア推進係❾
☎833-4362　FAX 833-4349

福岡市社会福祉協議会 住まい・まちづくりセンター ❺
中央区荒戸3-3-39　市民福祉プラザ４階
☎720-5356　FAX 751-1509

福岡市社会福祉協議会 早良区社協事務所❻
早良区百道1-1-1　UMIBE BLD1階
☎832-7383　FAX 832-7382

福岡市社会福祉協議会 終活サポートセンター❼
中央区荒戸3-3-39　市民福祉プラザ3階
☎ 406-0168　FAX406-0169

福岡市成年後見推進センター❽（来所は要予約）
☎753-6450　FAX 734-2010
火～土曜日（祝日除く）　午前９時から午後５時まで

福岡市見守りダイヤル10
※現場対応は、午前８時から午後８時まで
☎080-9100-0883（365日24時間対応）

福岡市消費生活センター11
中央区舞鶴2-5-1　あいれふ7階　相談コーナー
☎781-0999　FAX 712-2765
月～金曜日　午前９時から午後５時まで （来所は要予約）
土曜日　　　午前10時から午後４時 まで（電話相談のみ）
※祝休日・年末年始は除く
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る
時
に
、所
得
に
応
じ
て
、か
か
る
費

用
の
１
割
、２
割
ま
た
は
３
割
の
負
担

で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
し
く
み
で
す
。

郵送または区役所で申請する。

認定結果が通知される。

市が、

訪問調査結果と主治医意見書を
参考に、要介護度を判定。
介護の手間に応じて、非該当、要支
援1・2、要介護1～5の段階。

※

個人が年金天引きなどにより、
福岡市に支払います。
年金が年間18万円未満の方や年
金受給がない方、又は65歳にな
られた年は、納付書で支払いま
す。

ま
せ
ん
。詳
し
く
は
表
の
と
お
り
で
す
。

早良区役所　福祉・介護保険課 介護サービス係

福岡市要介護認定事務センター
中央区長浜3-11-3-505
☎711-6030　FAX 711-6524

26

主な介護保険サービスの種類
種　類

・訪問介護（ホームヘルプ）
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・福祉用具貸与
・住宅改修費の支給
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・介護予防型訪問サービス（ホームヘルプ）
・生活支援型訪問サービス（ホームヘルプ）
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・福祉用具貸与
・特定福祉用具購入費の支給

・訪問看護
・居宅療養管理指導
・住宅改修費の支給

・通所介護（デイサービス）
・通所リハビリテーション（デイケア）
・認知症対応型通所介護
・地域密着型通所介護

・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

・短期入所生活介護（ショートステイ）
・短期入所療養介護（ショートステイ）

・介護予防型通所サービス（デイサービス）
・生活支援型通所サービス（デイサービス）
・通所リハビリテーション（デイケア）
・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・短期入所生活介護（ショートステイ）
・短期入所療養介護（ショートステイ）

・特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・介護老人保健施設
・介護医療院
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

・夜間対応型訪問介護
・訪問看護
・居宅療養管理指導
・特定福祉用具購入費の支給

在
宅
サ
ー
ビ
ス

施
設
サ
ー
ビ
ス

自宅で受ける
サービス

施設に通って
受けるサービス

短期宿泊

施設・居住系

通い・訪問・泊まり
の組み合わせ

介護サービス（要介護） 介護予防サービス
介護予防・日常生活支援総合事業（要支援）

必
要
に
応
じ
て
次
の
サ
ー

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

高
齢
者
の
た
め
の

福
祉
や
、介
護
に

関
す
る
相
談
は
？

「
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
ふ
く

お
か
」で
、保
健
師
・
社
会

福
祉
士
・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
資
格
を

持
つ
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
、健
康
や
福
祉
、

介
護
な
ど
に
関
す
る
相
談
に
の
っ
た

り
、か
ら
だ
の
状
況
に
適
し
た
ア
ド
バ

イ
ス
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※

い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
の
連
絡
先
は
巻

末
の
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

5

○
自
宅
で
受
け
る 

↓
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
、

訪
問
看
護
な
ど

○
施
設
に
入
所
す
る 

↓
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
、介
護
老
人
保
健
施
設
な
ど
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亡くなられた方の住民票がある区役所の保険年金課に保険証を返
還してください。葬祭費の手続きについてもお問い合わせください。

も
し
も
の
時
の
備
え
に
つ
い
て
自
分
や
家
族
の
も
し
も
の
時
の
た
め
に
、財
産
や
相
続
の
こ
と
、周
り
の
人
に

覚
え
て
い
て
ほ
し
い
こ
と
に
つ
い
て
、元
気
な
う
ち
に
考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

□国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失について

□介護保険の資格喪失について

□税について

○身体障害者手帳、療育手帳、福祉乗車券等の返還

　

○精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の返還

　

○高齢者乗車券の返還

　

□その他の手続きについて

亡くなられた方の住民票がある区役所の福祉・介護保険課に保険
証、負担割合証等を返還してください。

○亡くなられた方の市民税について

　

○亡くなられた方の固定資産税について

　

亡くなられた方が原動機付自転車等の所有者であった場合、廃車
または名義変更の手続きをしてください。

□原動機付自転車（125cc以下）等の手続きについて

ご遺族サポート窓口

家
族
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

死
亡
届
の
他
に

区
役
所
で
の
手
続
き
は

ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。

死
亡
届
と
は
別
に
、お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
の
お
住
ま
い
の
区
役
所
で
、状
況
に
応
じ
て
健
康
保

険
証
の
返
還
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。代
表
的
な
手
続
き
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。必

要
書
類
や
問
合
せ
先
を
ま
と
め
た
冊
子「
手
続
き
ガ
イ
ド
」を
市
民
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、ご
遺
族
の
不
安
や
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、必
要
な
手
続
き
を
案
内
す
る「
ご
遺
族
サ
ポ
ー
ト
窓
口
」を

設
け
て
い
ま
す
の
で
、予
約
の
上
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（「
福
岡
市  

ご
遺
族
サ
ポ
ー
ト
窓
口
」で
検
索
）を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

1

［問い合わせ］ 財政局　資産課税課  軽自動車税係（博多区役所庁舎９階）
　292-1604　FAX 292-4187

□年金の死亡届について
亡くなられた方の年金によって届け出先が異なります。
○厚生年金・国民年金　年金事務所のお客様相談室
　　　　　　　　　　  ねんきんダイヤル 0570-05-1165
※障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受けていた方が亡く
なられた場合は、亡くなられた方の住民票がある区役所の年金係。

○共済年金　年金を支給している共済組合
○恩給　　　総務省人事・恩給局など
［問い合わせ］ 早良区役所　保険年金課　国民年金係
　833-4323　FAX 846-9921
［問い合わせ］ 入部出張所　保険・福祉係
　804-2014　FAX 803-0924

［問い合わせ］ 早良区役所　保険年金課　保険係
　833-4372　FAX 846-9921

［問い合わせ］ 早良区役所　福祉・介護保険課　介護サービス係
　833-4355　FAX 846-8428

［問い合わせ］ 早良区役所　課税課　市民税係
　833-4320　FAX 841-2185

［問い合わせ］ 早良区役所　課税課　固定資産税係
　833-4326　FAX 841-2185

［問い合わせ］ 早良区役所　福祉・介護保険課　高齢者福祉係
　833-4352　FAX 846-8428

［問い合わせ］ 早良区保健福祉センター　健康課  
　851-6015　FAX 822-5733

［問い合わせ］ 早良区役所　福祉・介護保険課　障がい者福祉係
　833-4353　FAX 831-5723

早良区ご遺族サポート窓口　☎833-4347
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ＡＣＰを知っていますか？

今
の
お
墓
か
ら
遺
骨
を

移
し
た
い
の
で
す
が
、

ど
の
よ
う
な
手
続
き
が

必
要
で
し
ょ
う
か
。

遺
骨
を
別
の
墓
地
や
納
骨

堂
に
移
す
に
は
、改
葬
許

可
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。改
葬
許
可

の
手
続
き
は
、現
在
遺
骨
を
納
め
て
い

る
墓
地
や
納
骨
堂
が
あ
る
市
町
村
で

行
い
ま
す
。❶

2
相
続
や
遺
言
に
つ
い
て

相
談
窓
口
は
あ
り
ま
す
か
？

区
役
所
で
は
、相
続
や
遺

言
な
ど
に
関
す
る
相
談
を

司
法
書
士
が
お
答
え
す
る「
司
法
書
士

相
談
」や
、日
常
生
活
の
法
律
に
関
す

る
相
談
に
弁
護
士
が
お
答
え
す
る「
法

律
相
談
」を
行
っ
て
い
ま
す
。料
金
は
無

料
で
す
が
、事
前
の
予
約
が
必
要
と
な

り
ま
す
。❷ 3

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト

と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま
す
が
、

ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
と

は
、「
自
分
が
も
し
も
の
時

や
何
ら
か
の
理
由
で
意
思
疎
通
が
で

き
な
く
な
っ
た
と
き
に
備
え
て
、家
族

や
周
り
の
人
に
伝
え
た
い
こ
と
を
書

き
と
め
て
お
く
ノ
ー
ト
」の
こ
と
で

す
。そ
の
内
容
は
、自
分
史
か
ら
医
療

や
介
護
、葬
儀
な
ど
に
関
す
る
希
望
、

万
が
一
の
時
に
知
ら
せ
て
ほ
し
い
友
人

の
連
絡
先
、家
族
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な

ど
で
す
。書
い
た
内
容
を
も
と
に
、家

族
や
か
か
り
つ
け
医
な
ど
周
囲
の
人

と
し
っ
か
り
話
し
、理
解
し
て
も
ら
う

こ
と
も
大
切
で
す
。も
し
も
の
時
の
備

え
と
し
て
準
備
し
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。❸

ま
た
、エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
や
終
活

全
般
に
関
す
る
相
談
窓
口
と
し
て
、

「
終
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」が
あ
り

ま
す
。❹ 4

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）とは、もしもの時のために、自らが望む
生活や医療、介護について、前もって考え、周囲の信頼する人たちと繰り返し話し合
い、共有する取り組みです。
エンディングノートなどを活用し、元気な時から考えてみましょう｡❺

・緊急連絡先を携帯しておきましょう。
・体調を気軽に相談できる、かかりつけ医をもちましょう。
・家族や近隣の方とコミュニケーションをとり「助けられ上手」になりましょう。

厚生労働省
ACP（人生会議）
WEBサイト

日頃からできること

【
司
法
書
士
相
談
】

毎
月
第
３
火
曜
日

先
着
６
人（
要
事
前
予
約
）

時
間
　
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で

（
一
人
30
分
）

【
法
律
相
談
】

毎
週
月
曜
日

先
着
６
人（
要
事
前
予
約
、相
談
希

望
日
の
一
週
間
前
の
午
前
９
時
か
ら

電
話
で
受
付
）

時
間
　
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で

（
一
人
25
分
）

ど
ち
ら
の
相
談
も
無
料
、市
内
に
住

む
か
通
勤・通
学
し
て
い
る
人
が
対
象

福祉局　地域包括ケア推進課❸❺
☎711-4373　FAX 733-5914
福岡市社会福祉協議会  終活サポートセンター❹
中央区荒戸3-3-39　市民福祉プラザ３階
☎406-0168　FAX 406-0169

早良区役所　市民相談室❷
☎833-4308　FAX 846-2864

早良区役所　生活環境課  環境衛生係❶
☎833-4343　FAX 841-6687
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23～24ページ掲載
☎441-2171　FAX 441-3211

介護保険　25～26ページ掲載

年金のはなし　13～16ページ掲載

税金のはなし　17～20ページ掲載

再就職について　21～22ページ掲載

生きがいづくり　7～8ページ掲載

福岡ファミリー・サポート・センター早良支部
早良区百道1-1-1　UMIBE BLD.1階
　851-4900　FAX 832-7382

福岡市就労相談窓口

博多区博多駅東1-1-33　はかた近代ビル5階
☎433-9211

中央区今泉1-19-22　天神クラス4階

福岡県中高年就職支援センター

シニア・ハローワークふくおか
博多区博多駅前2-9-28　福岡商工会議所ビル1階　
☎292-7989

☎432-2577　FAX 432-2513
福岡県生涯現役チャレンジセンター

福岡市経済観光文化局　経営支援課  経営金融係

アラカンフェスタ実行委員会事務局
☎401-3456　FAX 739-6081
福岡市成年後見推進センター
中央区荒戸3-3-39　福岡市市民福祉プラザ3階
☎753-6450　 FAX734-2010

国税（所得税）

FAX 711-1682

株式会社日本政策金融公庫　福岡西支店

福岡市社会福祉協議会  早良区社協事務所
早良区ボランティアセンター

高齢者乗車券郵送受付センター
☎0120-502-633（通話無料）
FAX 0120-880-219（平日  午前９時～午後５時）
福岡市社会福祉協議会  住まい・まちづくりセンター
中央区荒戸3-3-39　市民福祉プラザ 4階
☎720-5356　FAX 751-1509
福岡市社会福祉協議会  終活サポートセンター
中央区荒戸3-3-39 市民福祉プラザ３階
☎406-0168  FAX406-0169
福岡市消費生活センター
中央区舞鶴2-5-1 あいれふ７階　相談コーナー
☎781-0999　FAX 712-2765
介護保険　25～26ページ掲載
福岡市要介護認定事務センター
中央区長浜3-11-3-505　☎711-6030　FAX 711-6524

早良区百道2-2-1　早良区役所2階
☎ FAX 833-4397

中央区舞鶴3-9-39　福岡舞鶴スクエア８階　☎0570-089806

移転予定のセンターがあります。
まずはお電話ください。

早良第１いきいきセンターふくおか
担当小学校区：高取、室見
早良区高取2-17-31　コスモ藤崎
☎846-8011　FAX 846-8016
早良第２いきいきセンターふくおか
担当小学校区：大原、小田部、原、原北
早良区原3-9-25　萩ビル102
☎834-7796　FAX 834-7204
早良第３いきいきセンターふくおか
担当小学校区：有住、原西
早良区小田部2-10-10　プラトウ小田部
☎832-8433　FAX 823-0433
早良第４いきいきセンターふくおか
担当小学校区：有田、賀茂
早良区次郎丸1-1-57　ビレッジ城月
☎874-2711　FAX 874-2712
早良第５いきいきセンターふくおか
担当小学校区：飯倉、飯倉中央、飯原
早良区原6-28-9　デイライト山田
☎852-3011　FAX 852-3012
早良第６いきいきセンターふくおか
担当小学校区：入部、四箇田
早良区東入部6-17-1
☎804-8411　FAX 804-8412
早良第７いきいきセンターふくおか
担当小学校区：内野、早良、脇山、曲渕
早良区早良6-2-19
☎834-8721　FAX 834-8291
早良第８いきいきセンターふくおか
担当小学校区：西新、百道、百道浜
早良区西新4-9-38　第１山口ビル３階
☎834-2325　FAX 834-3788
早良第９いきいきセンターふくおか
担当小学校区：田隈、田村、野芥
早良区野芥1-7-1　ルミナス１階
☎863-8011　FAX 863-8012
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生きがいづくり　7～8ページ掲載
※地域活動・自治協議会
地域支援課　地域支援係　２階26番窓口
☎833-4416　FAX 851-2680
※民生委員・児童委員
地域保健福祉課　企画推進係　１階15番窓口
☎833-4361　FAX 833-4349
※環境美化活動
生活環境課　家庭ごみ係　２階30番窓口
☎833-4340　FAX 841-6687

健康づくり　9～10ページ掲載
健康課　保健福祉センター２階４番窓口
☎851-6012　FAX 822-5733
集団健診・よかドック総合窓口　☎0120-985-902　FAX 0120-931-869
地域保健福祉課　地域保健福祉係　１階15番窓口
☎833-4363　FAX 833-4349

健康保険について　11～12ページ掲載
※健康保険の手続き
保険年金課　保険係　１階７番窓口
☎833-4372　FAX 846-9921
※高額療養費制度
保険年金課　給付係　１階11番窓口
☎833-4371　FAX 846-9921

年金のはなし　13～16ページ掲載
保険年金課　国民年金係　１階９番窓口
☎833-4323　FAX 846-9921
入部出張所　保険・福祉係
☎804-2014　FAX 803-0924

税金のはなし　17～20ページ掲載
※市税（市県民税）
課税課　市民税係　２階23番窓口
☎833-4320　FAX 841-2185

高齢者福祉　23～24ページ掲載
※高齢者福祉
福祉・介護保険課　高齢者福祉係　１階14番窓口
☎833-4352　FAX 846-8428
※身体・知的障がい者福祉　
福祉・介護保険課　障がい者福祉係　１階13番窓口
☎833-4353　FAX 831-5723
※認知症の相談
地域保健福祉課　地域包括ケア推進係　１階15番窓口
☎833-4362　FAX 833-4349

介護保険　25～26ページ掲載
※介護保険料・サービス
福祉・介護保険課　介護サービス係　１階14番窓口
☎833-4355　FAX 846-8428

もしもの時の備えについて　27～28ページ掲載
※改葬
生活環境課　環境衛生係　２階30番窓口
☎833-4343　FAX 841-6687
※相続や遺言
市民相談室　２階29番窓口
☎833-4308　FAX 846-2864
※ご遺族サポート窓口
☎833-4347

　早良区高取1-14-13

　早良区田村3-24-22

早良区百道3-1-2

早良区飯倉3-19-5

健康づくり　　　　9～10ページ掲載
生きがいづくり　　7～8ページ掲載




